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Ⅰ 緑に係る法改正の動向等について 

 

１ 緑の基本計画について 

（１）計画概要・改訂目的 

 「緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に規定される「市町村の緑地の保全及び緑化の

推進に関する基本計画」です。 

 公園や緑道、遊歩道などの「都市施設」の緑地の整備や維持管理、身近で小規模な緑地

から大規模な樹林地までの「土地利用」としての緑地の保全、住宅地や商店街、工場に至

る民間施設及び公共施設などにおける緑化の推進に関する「緑の将来像」を描くとともに、

これを実現するための様々な取り組みを体系的に位置づけた緑のオープンスペースに関す

る総合的な計画です。 

 本市では、平成６年に都市緑地保全法(現「都市緑地法」)が改正され、「緑の基本計画」

の策定が規定されたことを受け、「府中市緑の基本計画」を平成 11年に策定し、“グリーン

シティ２１－緑ゆたかなふるさと府中を次世代に－”の実現を目指しました。加えて、そ

の後、社会情勢の変化等に対応するため、計画を見直し「府中市緑の基本計画 2009」を策

定しました。 

 しかし、計画策定から 10年近くが経過し、さらなる社会情勢の変化やそれらに対応する

ため法改正等が進められており、「防災」や「生物多様性」、「都市経営」などの観点も踏ま

え、緑地の保全及び緑化の推進に取り組むことが求められつつあります。 

 そのため、時勢に適応した施策等を推進するため、「府中市緑の基本計画 2009」の改定

に向け検討を進めることとしました。 

 

（２）計画の位置付け等 

 本計画は、都市緑地法により、総合計画に即した内容であるとともに、市町村マスター

プランの内容とも適合し、加えて、環境基本計画及び景観計画と調和が保たれていること

とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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２ 法改正等の動向について 

 

出典：国土交通省『都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 26号）概要』 
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３ 参考 

（１）都市緑地法について 

① 制定の背景 

昭和 40年代以降より急激に進展し始めた都市緑地の減少に対応するため、緑地の

保全及び推進を目的に、本法の前身となる都市緑地保全法が制定されました。その

後、社会情勢の変化等を受け、現在の内容に至りました。 

 

② 目的及び対象  

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、

都市公園法 （昭和三十一年法律第七十九号）その他の都市における自然的環境の整

備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化

的な都市生活の確保に寄与することを目的としています。（第一条） 

 

 

＜都市緑地法が設けている主な制度等＞ 

※下線太文字箇所は、平成 29年 6月の法改正により変更された内容です。 

○緑の基本計画の作成 

○緑地保全地域の設定（地域地区の 1種。都市計画で定める。） 

 里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地において、緩やかな行為の制限により、一定の土

地利用との調和を図りながら保全する制度です。 

○特別緑地保全地区の設定（地域地区の 1種。都市計画で定める。） 

 都市における良好な自然環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより、

保全する制度です。 

○地区計画等の活用による緑地の保全 

 屋敷林や社寺林等、身近にある小規模な緑地について、地区計画制度等を活用して保全すること

ができます。また、市町村が、地区計画等の区域内において、条例で建築物の緑化率を定め、建築

物の新築等に際して、一定割合以上の緑化を義務付けることができます。 

○緑化地域制度（地域地区の 1種。都市計画で定める。） 

 緑が不足している市街地などにおいて、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地

面積の一定割合以上の緑化を義務付ける制度です。 

○市民緑地制度 

 土地や建築物等の所有者と地方公共団体などが契約し、緑地や緑化施設を公開する制度です。 

○市民緑地設置管理計画認定制度（緑化地域、緑化重点地区（緑計画で定める）が対象） 

 NPO、まちづくり会社等の民間主体による市民緑地の設置・管理を促すための制度です。緑地保

全・緑化推進法人が設置管理する場合、税制の優遇や設置管理の補助が受けられます。 

○緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）の認定制度 

 NPO、まちづくり会社等の民間団体が特別緑地保全地区内の土地を買入れる場合、地方自治体が

買入れるのと同様の優遇等の措置があります。 
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（２）近年の法改正等の動向について 

 
図 体系イメージ 

 

① 平成 20年 生物多様性基本法の成立 

都市住民の生活についても、生物多様性のもたらす恵沢を享受することで成り立

っており、都市づくりを進める上でも生物多様性の確保に配慮することが必要であ

ることが定められました。 

 

② 平成 23年 緑の基本計画における生物多様性の確保に関する技術的配慮事項 

社会情勢の変化及び法成立を受け、都市緑地法運用指針にて、緑の基本計画を「エ

コロジカルネットワークの形成」に配慮し作成することが求められました。 

 

③ 平成 24年 都市計画制度小委員会 中間とりまとめ 

都市計画制度小委員会より、これからの都市のあり方として、水と緑豊かな環境

と日常生活に必要な行政サービス等が住まいの等の身近に存在する「集約型都市構

造化」、都市を支えるまとまった緑の保全の確保、農地の保全等による「都市と緑・

農の共生」の双方が共に実現された都市を目指すべき都市像とし、都市計画の前提

となる民間活動を重要な手段として重視すべきと提言されました。 

 

④ 平成 26年 都市再生特別措置法の改正 

「都市計画制度小委員会 中間とりまとめ」にて提言された「集約型都市構造化」

を実現するための手段として、都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画制

度」が導入された。都市機能及び居住を誘導する区域とそれを促すための施策を講

ずることが可能になりました。 

 

 

 



5 

 

⑤ 平成 27年 都市農業振興基本法成立 ／ 平成 28年 都市農業振興基本計画策定 

「都市計画制度小委員会 中間とりまとめ」にて提言された「都市と緑・農の共

生」を実現するため、都市農業基本法が成立され、本法にもとづく都市農業基本計

画が国により策定されました。本計画にて、都市農地の位置付けを、都市に「ある

べきもの」へと転換し、さらに農業を都市の重要な産業として位置付け、都市農業

の担い手確保、都市農地の保全、都市農業振興施策の本格展開の観点から、農業施

策と連携しつつ今後講ずるべき施策の方向が示されました。 

 

⑥ 平成 28年 新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方 

検討会報告書 

新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会により、社

会の成熟化、市民の価値観の多様化、社会資本の一定程度の整備等の社会状況の変

化を背景として、緑とオープンスペース政策は、そのポテンシャルを、都市のため、

地域のため、市民のために最大限引き出すことを重視するステージへ移行すべきと

提言されました。 

 

⑦ 平成 29年 都市緑地法等の一部改正 

これまでの提言や新法の成立等を受け、様々な役割を担っている都市の緑空間を、

民間の知恵や活力をできる限り活かしながら保全・活用していくため、関係法律（都

市緑地法、都市計画法、都市公園法等）が一括改正され、緑の基本計画で定める事

項等が拡充されました。 
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＜法改正内容（一部抜粋）＞ ※平成 29年 6月 15日施行（一部除く） 

○都市緑地法：・「緑地」の定義に、農地が含まれることを明確化。 

        ※従来は、樹林地、草地、水辺地、岩石地等を指していた。 

 ・民間による市民緑地の整備を促す制度の創設。（緑化施設整備計画改め） 

        ※民間施設の緑化の推進から、民有地の緑化の推進へ転換。 

 ・市区町村長が民間の担い手（緑地保全・緑化推進法人）を指定 

  ※まちづくり会社等が担い手に追加 

        ※決定権者が知事から市区町村長へ変更 

 ・緑化地域の緑化率の最低限度基準の見直し（都市計画で定める） 

  ※建ぺい率に関わらず 25％まで設定可能 

▼緑の基本計画に関する拡充された事項 

・都市公園の管理の方針に関する事項の記載 

・生産緑地地区内の緑地（農地を含む）の保全に関する事項の記載 

 

○都市計画法：・田園住居地域の創設（平成 30年 4月 1日より施行） 

・建築規制：第 2種低層住居専用地域をベースに農業用施設の立地を限定的に許容 

 ※農業に関する物（集荷、処理、資材置き場等）に加え、地域で生産された農産物

の販売や飲食店等を目的とした小規模開発（500㎡以下）が可能 

・田園住居地域内の「農地」に対する建築等の規制。【法・施行令】 

 ※通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの等については、市

町村長の許可が不要。また、農業の利便及び良好な住居の環境の保護を図る上で

支障が無い規模（300㎡以下）の建築物・工作物の建築等は、市町村長が許可し

なければならない。 

 

○都市公園法：・都市公園の占用許可対象に保育所その他の社会福祉施設を追加。 

・PFI事業により公園施設を整備する場合の設置管理許可期間を延伸（10年⇒30年） 

・公共還元型の収益施設（飲食店、売店等）の設置管理制度の創設 

（公募設置等指針／認定公募等設置計画の認定。許可期間：20年まで） 

・公園管理者と民間施設の設置運営者、近隣事業者（商店会等）等が、公園の活性化

方策について協議を行う協議会の組織が可能 

・都市公園（遊具等）の維持修繕基準の法令化 

・都市公園の住民一人あたりの敷地面積標準の緩和【施行令】 

※都市緑地法に基づく市民緑地も都市公園面積に加えることが可能 

（市街地の場合は 5㎡より、その他は 10㎡より除した値が下限） 

 

○生産緑地法：・生産緑地地区の一律 500㎡の面積要件を条例で引下げ可能。（300㎡を下限) 

    ※一団性要件の運用緩和（道連れ解除への対応） 

・申出可能時期を 10 年先送りする特定生産緑地指定制度の創設（土地所有者等の同

意を得て市区町村指定） 

・直売所、農家レストラン等の設置が可能。 

 ※周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造

又は加工、物品の販売、料理の提供に供する施設が対象。 

※建築面積が、敷地面積の「10 分の 2」を超えないこと、かつ、建物を除いた敷

地面積（農地面積）が「500㎡以上」であることが条件。 
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